
1.はじめに

　大学における教育の質の保証は社会が求める最も基本的なことであり，特に教
員養成課程においては，専門職の教員として必要な資質能力を身につけた学生を
送り出すために，質の高い教育活動を行うのは当然の責務である．さらに，大学
設置基準の改正により，大学院に続いて，大学教育においても来年度からFD活
動等が義務付けられる．
　また，中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」

で，教員養成・免許制度の改革の方向として以下の２点を挙げている1)．

1. 教職課程を，教員として最小限必要な資質能力を確実に身につけさせるも
のへ

2. 教員免許状を，教職生活の全体を通じて，教員として最小限必要な資質能
力を確実に保証するものへ

　さらに，日本教育大学協会においても，「最終的な到達目標に関して具体的に
示すことは，今後の教員資質に確保・維持・向上のために重要な課題である」と

し，はじめて，教科（中学校）別の到達目標モデルのサンプルを示した2)．

　また，今山ら3)は技術科教員養成基準の作成を行い，領域別の基準案を提示し
た．これらの流れとは別に，著者らもFD・SDの一環として，6年前から実習の改
善を目指した活動を行ってきた．そのなかで，中学校技術科教員を目指す学生に
最低限必要な能力，特に木材加工分野におけるコンピテンシーに着目し，到達評
価票の整理・作成を行った．本票の作成にあたっては，次のような点を考慮し
た．

1. 学生自身が自分の苦手とする項目を容易に把握でき，学生毎に目標の設
定が可能であること．

2. 教員を目指す学生に最低限必要な能力を効率よく習得させることが出来
ること．

2.木材加工実習
本研究が主な対象としている木材加工実習は，３年次を対象として開講してお

り，基本的な技能の習得および，その技能の前提となる知識の習得を目指し，以
下の３点を本実習の目標として設定し，シラバス4)を大幅に改訂した．これら
は，木材加工分野においての総合的
な指導技術の基礎となるものであ
る．

1. 木工機械や手工具の仕組みの
理解とその安全な使用法

2. 切る，削る，接合するといっ
た基本的な木材の加工技術
（技能）の習得

3. 作品の構想，設計・製図，部
品加工，組立・調整，完成ま
での合理的な作業手順の理解
と師範能力の育成
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以上の目標を達成するために，本実習では，以下のような題材の製作を行った．

1. 鍋敷き（角材，手加工，焼き杉，通しほぞ）
2. マルチボックス（板材，機械加工，塗装）
3. 自由製作（設計，製図，３種類の仕口，１０ピース以上，サイズの制限，材料の調達，相互評
価）

また，技能の習得には，最低限必要となる前提知識の習得が欠かせないため，実習の最後の時間に５
分程度の簡単なペーパーテストを行い，前提知識の評価および定着を図った．図1に本実習の本学部中学
校技術科教員養成課程における位置付けを示す．

3.到達評価表 

　本研究において，作成した2007年度版の到達評価票の 一部を表に示す．本票は，自己評価に
よるチェックリスト
および，各授業後に
行った簡易ペーパー
テスト，さらに，
鉋・鋸の技能テス
ト，製作品の評価を
記入したもので，A４
用紙１枚に両面印刷
で出力したものであ
る．本評価票の作成
にあたっては，他大
学のシラバスの調査
を行った．さらに，
本木材加工実習で以
前から製作を行って
きた題材についての
作業分析を行い，そ
こから最低限必要と
考えられる項目を抽
出し，評価項目とし

た5)．

4.授業時間外の取
り組み
　正規の授業時間で
はとても時間が足り
ないため，日曜日に
木工スキル講座を開
催している．この木
工スキル講座は月に一回程度の頻度で開催しており，教員採用試験２次対策（実技）講座も兼ねてい
る．また，本年度より若手教員を中心とした勉強会を立ち上げ，卒業後のバックアップを行っている．

さらに， 幼稚園児・小学生を対象としたものづくりフェアを年2回程度開催して
おり，さまざまな形での学習の機会を提供している．

5.これからの課題
• 本到達評価票の有効性の検証と学生の追跡調査
• ライセンス制度の創設
• 木材加工領域に対応した評価票の作成
• TAの有効活用
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